ハートケア心電図サービス企業向定額制レンタル規約

ハートケアライフ株式会社

第１条　規約の適用 

本規約はハートケアライフ株式会社（以下、弊社）が提供する企業向定額制レンタルサービス（以下、サービス）に適用されるものとします。

第２条　携帯用小型心電計CG-2100のレンタル 

弊社は、弊社の提供するハートケア心電図サービスの利用を目的とした携帯用小型心電計CG-2100（以下CG-2100）を、無料にてレンタルします。

第３条　契約の成立および期間

１．サービスの申込は本規約に同意の上、弊社が定めた所定の申込書によって行なうものとします。

２．サービス契約は契約者様へCG-2100をお届けし、引落し口座書類または申込書が弊社に届いた日に成立するものとします。

３．契約期間は契約成立の日から1年間とします。但し、契約期間満了の2ヶ月前までに契約者様から解約の意志表示がない場合には、引き続き1年間の期間を更新するものとします。

第４条　最低利用期間

サービスの最低利用期間は6ヶ月とし、契約から6ヶ月に満たない場合の解約については、違約金として50,000円を申し受けるものとします。
但し、当社が契約者様に対し損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として契約者様から契約の解除がなされた場合には、当該違約金は発生しないものとします。
第５条　サービスの内容および料金

１．弊社は契約者様にハートケア心電図サービス（CG-2100と電話回線を利用した心電図自動解析サービス）を月額基本料10,500円にて提供します。

２．基本料金には毎月30回までのサービスの利用料を含むものとします。但し、30回を超えた分については1回につき500円を月額基本料に加算するものとします。

３．契約者様は、サービスの利用を開始する月の翌月から、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。但し、自動振替の手続きが完了するまでの期間についてはコンビニ決済により利用料をお支払いいただくことがあります。また、自動振替の手続き完了後に、何らかの理由で利用料の振替が出来なかった場合は、弊社指定の銀行口座に振込みによりお支払いいただくものとします。なお、自動振替日は23日とし、23日が金融機関休業日の場合には翌営業日とする。
４．サービスの利用単位は1ヶ月（1日〜末日）とし、利用開始または終了の期日にかかわらず、利用料の日割り計算はしないものとします。但し、契約初月に限り、利用料の計算を1解析につき500円（基本料金なし）とする従量制を選択することが出来るものとします。
５．契約者様がご利用料金を2ヶ月以上不払となった場合は契約を解除させていただくとともに、契約解除した月分を含む未払いの利用料を一括にてお支払いいただきます。また利用期間が6ヶ月未満の場合は第４条に定める違約金を申し受けるものとします。
第６条　契約者の義務 

１．契約者様はサービスを利用するにあたり下記の行為を行なってはならないものとします。　

（1）CG-2100の譲渡・転貸

（2）CG-2100の損壊・破棄または著しい汚損（シール貼付、着色など）

（3）弊社の許可無くCG-2100の設置場所を移動

（4）サービスを利用しての商行為

（5）サービスを利用しての医療行為

２．前項の事柄を契約者様もしくは利用者様が故意に行なったと見なされる場合は、契約を解除させていただくとともに、違約金として50,000円を申し受けるものとします。
第７条　機器・サービスの保守および免責

１．CG-2100が正常な使用状態で故障･破損により正常に作動しなくなった場合、弊社は当該機器を正常なものと無償で交換致します。

２．サービスの維持および保守管理の必要上、契約者様は、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。 
第８条　契約終了に伴う返還 

契約が終了した場合のCG-2100は直ちに弊社へ返還するものとします。

第９条　規約の改正

弊社は、所定の方法により契約者様に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、契約者様は変更後の規約に従うものとします。

第１０条　定めなき事項

この規約に定めなき事項が生じた場合、弊社と契約者様は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。  
